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新旧対照表 

千葉県肝炎対策推進計画 

 

改正後 現行 

Ⅰ はじめに 

 

 千葉県では、平成１８年度から、各保健所（健康福祉セ

ンター）においてＢ型 ・Ｃ型肝炎ウイルス検査の無料検

査を実施するとともに、平成２０年度からは、肝炎治療特

別促進事業として、インターフェロン治療への医療費助

成事業を開始し、肝炎ウイルス感染者の早期発見、早期治

療のための体制の充実に努めてきたところです。 

 

また、ウイルス性肝炎患者が適切な診断・治療が受けら

れるよう、肝疾患診療連携拠点病院である千葉大学医学

部附属病院（以下「拠点病院」という。）を中心とした「千

葉肝疾患診療ネットワーク」を構築するなど、千葉県肝炎

対策協議会（現「千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会」）

における意見を基に、肝炎対策を進めてきました。 

 

この間、平成２２年１月に施行された肝炎対策基本法

に基づき、肝炎患者等を早期に発見し、肝炎患者が安心し

て治療を受けられる社会を構築するために、国、地方公共

団体が取り組むべき方向性を示し、肝炎対策のより一層

の推進を図るため、「肝炎対策の推進に関する基本的な指

針」（基本指針）が平成２３年５月に国から示されました。

昨今では、Ｃ型肝炎の治療が進展し、患者支援が充実され

るとともに、自治体による受検、受診及び受療の促進に向

けた取組が一定の効果を上げてきた一方で、肝炎ウイル

ス検査及び肝炎医療の均てん化（地域によってかたより

のないよう、等しく向上させること）を一層推進すべきで

ある職域での検診等利便性に配慮した検査体制を整備す

ること、国民の肝炎に関する理解や知識が十分でない精

密検査や肝炎医療を適切に受診していない肝炎ウイルス

検査結果が陽性である者が多数に上ることなどが課題と

なっており、この指針は令和４年３月平成２８年６月に

改正されました。 

 

千葉県肝炎対策推進計画(以下「本計画」という。)は、

国の基本指針を踏まえ、千葉県・千葉市・船橋市・柏市(以

下「県等」という。)が一体となり、市町村、拠点病院、

国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫

研究センター肝炎情報センター（以下「肝炎情報センタ

ー」という。）、医療機関、医療関係団体等と連携して、本

県における肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを

目標とした肝炎対策の一層の推進が図られるよう策定す

るものです。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

 千葉県では、平成１８年度から、各健康福祉センターに

おいてＢ型 ・Ｃ型肝炎ウイルス検査の無料検査を実施す

るとともに、平成２０年度からは、肝炎治療特別促進事業

として、インターフェロン治療への医療費助成事業を開始

し、肝炎ウイルス感染者の早期発見、早期治療のための体

制の充実に努めてきたところです。 

 

また、ウイルス性肝炎患者が適切な診断・治療が受けら

れるよう、肝疾患診療連携拠点病院である千葉大学医学部

附属病院（以下「拠点病院」という。）を中心とした「千

葉肝疾患診療ネットワーク」を構築するなど、千葉県肝炎

対策協議会（現「千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会」）

における意見を基に、肝炎対策を進めてきました。 

 

この間、平成２２年１月に施行された肝炎対策基本法に

基づき、肝炎患者等を早期に発見し、肝炎患者が安心して

治療を受けられる社会を構築するために、国、地方公共団

体が取り組むべき方向性を示し、肝炎対策のより一層の推

進を図るため、「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」

（基本指針）が平成２３年５月に国から示されました。昨

今では、Ｃ型肝炎の治療が進展し、患者支援が充実されて

きた一方で、職域での検診等利便性に配慮した検査体制を

整備すること、精密検査や肝炎医療を適切に受診していな

い肝炎ウイルス検査結果が陽性である者が多数に上るこ

となどが課題となっており、この指針は平成２８年６月に

改正されました。 

 

 

 

 

 

 

千葉県肝炎対策推進計画(以下「本計画」という。)は、

国の基本指針を踏まえ、千葉県・千葉市・船橋市・柏市(以

下「県等」という。)が一体となり、市町村、拠点病院、国

立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究

センター肝炎情報センター（以下「肝炎情報センター」と

いう。）、医療機関、医療関係団体等と連携して、本県にお

ける肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを目標と

した肝炎対策の一層の推進が図られるよう策定するもの

です。 
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改正後 現行 

Ⅱ 計画期間 

 

 計画期間を、令和４平成２９年度（２０２２１７年度）

から令和８平成３３年度（２０２６２１年度）までとしま

す。本計画は、国の基本指針に合わせ、５年ごとに検討を

加え、必要があると認めるときには、改正を行うこととし

ますが、肝炎をめぐる状況の変化や目標の設定、又は達成

状況に応じ、策定から５年を経過する前であっても必要

があるときは、他の計画との連携をしながら本計画に検

討を加え、改正するものとします。 

 

また、本計画に定められた取組の状況は、千葉県感染症

対策審議会肝炎対策部会に定期的に報告することとしま

す。 

 

 

Ⅲ 本県の肝炎対策等の状況 

 

 １ 肝炎ウイルス感染者数の推計 

 

  令和元平成１６年度厚生科学研究費補助金肝炎等克

服緊急対策研究事業報告書より、全国の感染者数を推

計し、国と本県の人口比で千葉県内の感染者数を推計

すると、次のようになります。 

 

 全 国 千葉県 

Ｂ型肝炎ウイルス １１０～１４０万人 

１１０～１２０万人 

５～７万人 

５．５～６万人 

Ｃ型肝炎ウイルス １９０～２３０万人 

９０～１３０万人 

９～１１万人 

４．５～６．５万人 

 

 ２ 肝炎患者数の推計 

 

  令和２平成２０年患者調査より全国の患者数を推計

し、国と本県の人口比で千葉県内の患者数を推計する

と次のようになります。 

 

 全 国 千葉県 

Ｂ型肝炎ウイルス 
７万人 

１９万人 

３千人 

１万人 

Ｃ型肝炎ウイルス 
３７万人 

３０万人 

１万８千人 

１．５万人 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 計画期間 

 

計画期間を、平成２９年度（２０１７年度）から平成３

３年度（２０２１年度）までとします。本計画は、国の基

本指針に合せ、５年ごとに検討を加え、必要があると認め

るときには、改正を行うこととしますが、肝炎をめぐる状

況の変化や目標の設定、又は達成状況に応じ、策定から５

年を経過する前であっても必要があるときは、他の計画と

の連携をしながら本計画に検討を加え、改正するものとし

ます。 

 

また、本計画に定められた取組の状況は、千葉県感染症

対策審議会肝炎対策部会に定期的に報告することとしま

す。 

 

 

Ⅲ 本県の肝炎対策等の状況 

 

 １ 肝炎ウイルス感染者数の推計 

 

  平成１６年度厚生科学研究費補助金肝炎等克服緊急

対策研究事業報告書より全国の感染者数を推計し、国と

本県の人口比で千葉県内の感染者数を推計すると、次の

ようになります。 

 

 全 国 千葉県 

Ｂ型肝炎ウイルス １１０～１４０万人 ５～７万人 

Ｃ型肝炎ウイルス １９０～２３０万人 ９～１１万人 

 

 

 

 ２ 肝炎患者数の推計 

 

  平成２０年患者調査より全国の患者数を推計し、国と

本県の人口比で千葉県内の患者数を推計すると次のよ

うになります。 

 

 全 国 千葉県 

Ｂ型肝炎ウイルス ７万人 ３千人 

Ｃ型肝炎ウイルス ３７万人 １万８千人 
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改正後 現行 

 ３ 肝がんによる死亡者数 

 

  人口動態統計では、肝臓がんによる死亡者数は次の

とおりとなっており、その８割以上がＢ型・Ｃ型ウイル

ス性肝炎によるものであると推計されます。 

 

年 次 全 国 千葉県 

平成２６年 

令和元年 

２９，５４３人 

２５，２６４人 

（５．６） 

（４．０） 

１，２４０人 

１，０８９人 

（４．９） 

（３．７） 

平成２５年 

平成３０年 

３０，１７５人 

２５，９２５人 

（６．０） 

（４．２） 

１，２３１人 

１，１１５人 

（５．２） 

（３．７） 

平成２４年 

平成２９年 

３０，６９０人 

２７，１１６人 

（６．４） 

（４．６） 

１，２０５人 

１，１９３人 

（５．６） 

（４．３） 

 ※ カッコ内は肝がん死亡率（悪性新生物部位別７５

歳未満年齢調整死亡率（人口１０万対）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 肝がんによる死亡者数 

 

  人口動態統計では、肝臓がんによる死亡者数は次のと

おりとなっており、その８割以上がＢ型・Ｃ型ウイルス

性肝炎によるものであると推計されます。 

 

年 次 全 国 千葉県 

平成２６年 
２９，５４３人 

（５．６） 

１，２４０人 

（４．９） 

平成２５年 
３０，１７５人 

（６．０） 

１，２３１人 

（５．２） 

平成２４年 
３０，６９０人 

（６．４） 

１，２０５人 

（５．６） 

※カッコ内は肝がん死亡率（悪性新生物部位別７５歳

未満年齢調整死亡率（人口１０万対）） 
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改正後 現行 

４ 県内での肝炎ウイルス検査数 

 

  県内での肝炎ウイルス検査は、市町村の健康増進事

業における検診や保健所及び県が委託する医療機関で

の無料検査などで実施しています。 

 

 肝炎ウイルス検査数（本計画策定時より４過去５年間

及び計画策定からの累計） 

 年度 検査数 陽性者数 陽性率 

健康 

増進 

事業 

Ｈ２４ 

Ｈ２８ 

１３１，００８ 

１４０，３７５ 

７９５ 

５９０ 

０．６１％ 

０．４２％ 

Ｈ２５ 

Ｈ２９ 

１２４，３２７ 

１５９，４６３ 

７０９ 

６２６ 

０．５７％ 

０．３９％ 

Ｈ２６ 

Ｈ３０ 

１３９，５１５ 

１８２,０７８ 

６９９ 

６６４ 

０．５０％ 

０．３６％ 

Ｈ２７ 

Ｒ１ 

１６２，４１５ 

１４９，７７２ 

６９３ 

４９８ 

０．４３％ 

０．３３％ 

合計 

Ｒ２ 

５５７，２６５ 

１２２,２２０ 

２，８９６ 

３７７ 

０．５２％ 

０．３１％ 

Ｈ２４からの

累計 
１，３１１，１７３ ５，６５１ ０．４３％ 

保健所 

Ｈ２４ 

Ｈ２８ 

５，６９１ 

４，９９０ 

２５ 

２６ 

０．４４％ 

０．５２％ 

Ｈ２５ 

Ｈ２９ 

６，３９７ 

５，６０７ 

３７ 

２７ 

０．５８％ 

０．４８％ 

Ｈ２６ 

Ｈ３０ 

６，９２０ 

５，４１０ 

２７ 

１０ 

０．４２％ 

０．１８％ 

Ｈ２７ 

Ｒ１ 

５，６３１ 

４，９９５ 

２６ 

２１ 

０．３９％ 

０．４２％ 

合計 

Ｒ２ 

２４，６３９ 

３９０ 

１１５ 

４ 

０．４７％ 

１．０２％ 

Ｈ２４からの

累計 
４６，０３１ ２０３ ０．４４％ 

委託 

医療 

機関 

Ｈ２４ 

Ｈ２８ 

４２３ 

５６４ 

８ 

９ 

１．８９％ 

１．５９％ 

Ｈ２５ 

Ｈ２９ 

５２４ 

４２７ 

５ 

３ 

０．９５％ 

０．７０％ 

Ｈ２６ 

Ｈ３０ 

７８６ 

７１０ 

６ 

８ 

０．７６％ 

１．１２％ 

Ｈ２７ 

Ｒ１ 

８６７ 

４９６ 

１２ 

８ 

１．３８％ 

１．６１％ 

合計 

Ｒ２ 

２，６００ 

５１６ 

３１ 

３ 

１．１９％ 

０．５８％ 

Ｈ２４からの

累計 
５，３１３ ６２ １．１６％ 

 

 

 

 

４ 県内での肝炎ウイルス検査数 

 

  県内での肝炎ウイルス検査は、市町村の健康増進事業

における検診や保健所及び県が委託する医療機関での

無料検査などで実施しています。 

 

 肝炎ウイルス検査数（本計画策定時より４年間） 

 年度 検査数 陽性者数 陽性率 

健康 

増進 

事業 

Ｈ２４ １３１，００８ ７９５ ０．６１％ 

Ｈ２５ １２４，３２７ ７０９ ０．５７％ 

Ｈ２６ １３９，５１５ ６９９ ０．５０％ 

Ｈ２７ １６２，４１５ ６９３ ０．４３％ 

合計 ５５７，２６５ ２，８９６ ０．５２％ 

保健所 

Ｈ２４ ５，６９１ ２５ ０．４４％ 

Ｈ２５ ６，３９７ ３７ ０．５８％ 

Ｈ２６ ６，９２０ ２７ ０．４２％ 

Ｈ２７ ５，６３１ ２６ ０．３９％ 

合計 ２４，６３９ １１５ ０．４７％ 

委託 

医療 

機関 

Ｈ２４ ４２３ ８ １．８９％ 

Ｈ２５ ５２４ ５ ０．９５％ 

Ｈ２６ ７８６ ６ ０．７６％ 

Ｈ２７ ８６７ １２ １．３８％ 

合計 ２，６００ ３１ １．１９％ 
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改正後 現行 

５ 肝炎治療医療費助成事業の受給者認定状況 

 

  本県では、平成２０年４月から、インターフェロン治

療の受給者認定を開始し、平成２２年から核酸アナロ

グ製剤治療、平成２６年からインターフェロンフリー

治療の受給者認定を追加し、事業開始から令和３平成

２７年３月までに、延べ４４，２７１２３，８５６人の

認定を行ないました。 

 

 肝炎治療医療費助成事業 受給者認定状況（助成開始

より１３８年間で） 

年度 
インターフェ

ロン治療 

インターフェ

ロンフリー治

療 

核酸アナログ

製剤治療 
認定総数 

Ｈ２０ １，７６１   １，７６１ 

Ｈ２１ １，５２９   １，５２９ 

Ｈ２２ １，４２０  １，５１９ ２，９３９ 

Ｈ２３ ９９７  １，３１３ ２，３１０ 

Ｈ２４ ９３０  １，５９５ ２，５２５ 

Ｈ２５ ８４１  １，８２８ ２，６６９ 

Ｈ２６ ６７９ ８８３ ２，０９８ ３，６６０ 

Ｈ２７ ６４ ４，０２４ ２，３７５ ６，４６３ 

Ｈ２８ １９ ２，０６６ ２，６２９ ４，７１４ 

Ｈ２９ ９ １，３９５ ２，６８３ ４，０８７ 

Ｈ３０ ８ １，１７６ ２，８１２ ３，９９６ 

Ｒ１ ８ ８８５ ２，８５０ ３，７４３ 

Ｒ２ ４ ６５４ ３，２１７ ３，８７５ 

合計 
８，２２１ 

８，２６９ 

４，９０７ 

１１，０８３ 

１０，７２８ 

２４，９１９ 

２３，８５６ 

４４，２７１ 

（人） 

 ※ 人数は認定数の延べ人数 

 

 

６ 千葉肝疾患診療ネットワーク 

 

  本県では、感染が判明し、治療が必要となったとき

に、適切な医療が受けられるよう、平成２０年４月から

「千葉肝疾患診療ネットワーク」を構築しました。 

  このネットワークでは、拠点病院を中心に、地域の医

療機関への診療支援を行う専門医療機関、診断書記載

医療機関としての指定医療機関及び治療を行う契約医

療機関を置いています。 

  拠点病院は、「千葉肝疾患診療ネットワーク」の中心

的な役割を果たす医療機関として、県や市町村と協力

し、他の専門医療機関や指定医療機関と連携を図り、肝

炎患者等が地域で良質かつ適切な肝炎医療を受けられ

る環境を整備するよう取り組みます。 

  また、県は国や肝炎情報センターとともに、拠点病院

の取組に対して必要な支援を行います。 

５ 肝炎治療医療費助成事業の受給者認定状況 

 

  本県では、平成２０年４月から、インターフェロン治

療の受給者認定を開始し、平成２２年から核酸アナログ

製剤治療、平成２６年からインターフェロンフリー治療

の受給者認定を追加し、事業開始から平成２７年３月ま

でに、延べ２３，８５６人の認定を行ないました。 

 

 

 肝炎治療医療費助成事業 受給者認定状況（助成開始よ

り８年間で） 

年度 
インターフェ

ロン治療 

インターフェ

ロンフリー治

療 

核酸アナログ

製剤治療 
認定総数 

Ｈ２０ １，７６１   １，７６１ 

Ｈ２１ １，５２９   １，５２９ 

Ｈ２２ １，４２０  １，５１９ ２，９３９ 

Ｈ２３ ９９７  １，３１３ ２，３１０ 

Ｈ２４ ９３０  １，５９５ ２，５２５ 

Ｈ２５ ８４１  １，８２８ ２，６６９ 

Ｈ２６ ６７９ ８８３ ２，０９８ ３，６６０ 

Ｈ２７ ６４ ４，０２４ ２，３７５ ６，４６３ 

合計 ８，２２１ ４，９０７ １０，７２８ ２３，８５６ 

（人） 

 ※ 人数は認定数の延べ人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 千葉肝疾患診療ネットワーク 

 

  本県では、感染が判明し、治療が必要となったときに、

適切な医療が受けられるよう、平成２０年４月から「千

葉肝疾患診療ネットワーク」を構築しました。 

  このネットワークでは、拠点病院を中心に、地域の医

療機関への診療支援を行う専門医療機関、診断書記載医

療機関としての指定医療機関及び治療を行う契約医療

機関を置いています。 

  拠点病院は、「千葉肝疾患診療ネットワーク」の中心

的な役割を果たす医療機関として、県や市町村と協力

し、他の専門医療機関や指定医療機関と連携を図り、肝

炎患者等が地域で良質かつ適切な肝炎医療を受けられ

る環境を整備するよう取り組みます。 

  また、県は国や肝炎情報センターとともに、拠点病院

の取組に対して必要な支援を行います。 
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改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 相談・支援体制 

 

  本県では、患者支援事業として千葉大学医学部附属

病院に肝疾患相談センターを設置し、患者・感染者・家

族等からの肝疾患に係る相談を受け付けるとともに、患

者会（千葉肝臓友の会）に委託し、県内各地において年

に１０回以上の医療講演会の実施と電話・面接による患

者相談事業を実施しています。 

 

 

 ８ 千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会 

 

  本県では、肝炎対策に係る事業を総合的に推進する

ために、千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会を設置

し、肝炎対策の実施状況を確認するとともに、必要な対

策を検討しています。 

 

 

 

Ⅳ 基本的な考え方 

 

 肝炎患者等を含めた県民の視点に立ち、県民の理解を

深め、肝炎患者等を含む関係者の協力の下、関係機関が連

携して、肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりに

取り組みます。 

 また、県は国、市町村、医療関係者等と連携し、肝炎ウ

イルス検査の受検促進、検査結果が陽性である者のフォ

ローアップや肝炎患者等の早期かつ適切な肝炎医療の受

診の促進等の肝炎総合対策を推進することにより、肝硬

変又は肝がんへの移行者を減らすことも目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７ 相談・支援体制 

 

  本県では、患者支援事業として千葉大学医学部附属病

院に肝疾患相談センターを設置し、患者・感染者・家族

等からの肝疾患に係る相談を受付けるとともに、患者会

（千葉肝臓友の会）に委託し、県内各地において年に１

０回以上の医療講演会の実施と電話・面接による患者相

談事業を実施しています 

 

 

 ８ 千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会 

 

  本県では、肝炎対策に係る事業を総合的に推進するた

めに、千葉県感染症対策審議会肝炎対策部会を設置し、

肝炎対策の実施状況を確認するとともに、必要な対策を

検討しています。 

 

 

 

Ⅳ 基本的な考え方 

 

 肝炎患者等を含めた県民の視点に立ち、県民の理解を深

め、肝炎患者等を含む関係者の協力の下、関係機関が連携

して、肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりに取り

組みます。 

 また、県は国、市町村、医療関係者等と連携し、肝炎ウ

イルス検査の受検促進、検査結果が陽性である者のフォロ

ーアップや肝炎患者等の早期かつ適切な肝炎医療の受診

の促進等の肝炎総合対策を推進することにより、肝硬変又

は肝がんへの移行者を減らすことも目標とします。 
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改正後 現行 

Ⅴ 実施事業 

 

（図 変更なしのため省略） 

 

 肝炎患者等を含む関係者の協力の下、関係機関が連携

して目標の達成を目指し、感染者を含むすべての県民に

向けた対する肝炎に関する啓発支援事業や全県民が 1 回

は肝炎ウイルス検査を受検し、陽性者を治療まで繋げる

体制等を整備する検査促進事業、肝炎患者へ適切な医療

を提供できる体制を整備する医療推進事業に取り組みま

す。 

 

 

 １ 啓発支援事業 

 

 （図 変更なしのため省略） 

 

  肝炎に関する正しい知識の普及啓発を進め、早期発

見・早期治療を図るとともに、患者等への相談支援体制

を整備します。 

  また、正しい知識の普及を進めることで、患者等が、

不当な差別を受けることなく安心して暮らせる環境づ

くりを目指します。 

 

 (１)肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発 

 

  県民一人一人が自らの肝炎ウイルスへの感染の有無

を把握し、予防や治療の必要性を認識するよう、肝炎に

ついての正しい知識について、厚生労働省のＱ＆Ａ等

を活用し、ポスター・リーフレット等の配布やさまざま

な媒体を利用して、更なる普及啓発に取り組みます。 

また、肝炎患者等に対する不当な差別を解消するた

めにも、感染経路等についての正しい知識の普及に努

めます。 

 

  ①肝炎デー、肝臓週間に連携した普及啓発 

   県等は、全ての県民に対し、肝炎ウイルス検査の必

要性や肝炎に係る正しい理解が進むよう、毎年７月

の世界肝炎デー、日本肝炎デー及び肝臓週間におい

て、肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組

を推進します。 

あわせて、国や市町村と連携し、医療関係者、肝

炎患者等の協力も得ながら、若者や高齢者といった

年代に応じて手法を変えるなど、効果的な普及啓発

を行います。 

 

 

 

 

 

Ⅴ 実施事業 

 

（図 変更なしのため省略） 

 

 肝炎患者等を含む関係者の協力の下、関係機関が連携し

て目標の達成を目指し、感染者を含むすべての県民に対す

る肝炎に関する啓発事業や全県民が 1 回は肝炎ウイルス

検査を受検し、陽性者を治療まで繋げる体制等を整備する

検査促進事業、肝炎患者へ適切な医療を提供できる体制を

整備する医療推進事業に取り組みます。 

 

 

 

 １ 啓発支援事業 

 

 （図 変更なしのため省略） 

 

  肝炎に関する正しい知識の普及啓発を進め、早期発

見・早期治療を図るとともに、患者等への相談支援体制

を整備します。 

  また、正しい知識の普及を進めることで患者等が、不

当な差別を受けることなく安心して暮らせる環境づく

りを目指します。 

 

 (１)肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発 

 

  県民一人一人が自らの肝炎ウイルスへの感染の有無

を把握し、予防や治療の必要性を認識するよう、肝炎に

ついての正しい知識について、厚生労働省のＱ＆Ａ等を

活用し、ポスター・リーフレット等の配布やさまざまな

媒体を利用して、更なる普及啓発に取り組みます。 

また、肝炎患者等に対する不当な差別を解消するた

めにも、感染経路等についての正しい知識の普及に努

めます。 

 

  ①肝炎デー、肝臓週間に連携した普及啓発 

   県等は、全ての県民に対し、肝炎ウイルス検査の必

要性や肝炎に係る正しい理解が進むよう、毎年７月の

世界肝炎デー、日本肝炎デー及び肝臓週間において、

肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組を推

進します。 

あわせて、国や市町村と連携し、医療関係者、肝炎

患者等の協力も得ながら、効果的な普及啓発を行い

ます。 
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改正後 現行 

  ②若年層への予防のための等に関する普及啓発 

   県等は、近年、我が国における感染事例の報告があ

る急性Ｂ型肝炎（ジェノタイプＡ）は、従来に比し、

感染が成人期の感染であっても慢性化することが多

いとされていることに鑑み、母子感染や乳幼児期の

水平感染に加えて、ピアスの穴あけ及びいわゆるア

ートメイク等血液の付着する器具の共有を伴う行為

や性行為等、感染の危険性のある行為について興味

を抱く年代に対し、市町村と連携し、正しい知識と理

解を深めるための普及啓発を推進します。 

 

  ③ワクチン情報の提供 

   県は、県民へ市町村が実施する予防接種法による

Ｂ型肝炎の定期接種に関する情報提供を行います。

また、県等は、医療従事者等の感染のリスクの高い集

団等への、Ｂ型肝炎ワクチンの有効性、安全性等に関

する情報提供を行います。 

 

  ④受診勧奨に必要な知識の普及啓発 

   県等は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、医療

保険者、医師その他の医療従事者の団体、職域におい

て健康管理に携わる者の団体、事業主団体等の協力

を得て、肝炎の病態、知識や肝炎医療に係る制度につ

いて、ポスター、リーフレットや各種広報媒体等を活

用し、市町村、千葉県肝炎医療治療コーディネーター

（以下「コーディネーター」という。）と連携し幅広

く普及啓発を行います。 

 

 

 (２)肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情

報提供の充実 

 

  肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態へ進行す

ることに対する将来的な不安や、肝炎患者等に対する

不当な差別等、精神的な負担に直面することの多い肝

炎患者等及びその家族等への相談支援を行います。 

 

  ①肝疾患相談センターの周知 

   県等は、拠点病院（千葉大学医学部附属病院）に設

置されている肝疾患相談センターを広く周知しま

す。 

○千葉肝疾患診療ネットワーク相談センター 

 月～金曜日午後２時～５時  電話：043-226-

2717 

 相談ダイヤル 

０４３－２２６－２７１７（月～金曜日、午後

２時～５時） 

 

 

 

  ②若年層への予防等に関する普及啓発 

   県等は、近年、我が国における感染事例の報告があ

る急性Ｂ型肝炎（ジェノタイプＡ）は、従来に比し、

感染が慢性化することが多いとされていることに鑑

み、母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、ピアス

の穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴う行為や

性行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱く年代

に対し、市町村と連携し、普及啓発を推進します。 

 

 

 

  ③ワクチン情報の提供 

   県は、県民へ市町村が実施する予防接種法によるＢ

型肝炎の定期接種に関する情報提供を行います。ま

た、県等は、医療従事者等の感染のリスクの高い集団

等への、Ｂ型肝炎ワクチンの有効性、安全性等に関す

る情報提供を行います。 

 

  ④受診勧奨に必要な知識の普及啓発 

   県等は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、医療

保険者、医師その他の医療従事者の団体、職域におい

て健康管理に携わる者の団体、事業主団体等の協力を

得て、肝炎の病態、知識や肝炎医療に係る制度につい

て、ポスター、リーフレットや各種広報媒体等を活用

し、市町村、千葉県肝炎治療コーディネーター（以下

「コーディネーター」という。）と連携し幅広く普及

啓発を行います。 

 

 

 (２)肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情

報提供の充実 

 

  肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態へ進行する

ことに対する将来的な不安や、肝炎患者等に対する不当

な差別等、精神的な負担に直面することの多い肝炎患者

等及びその家族等への相談支援を行います。 

 

  ①肝疾患相談センターの周知 

   県等は、拠点病院（千葉大学医学部附属病院）に設

置されている肝疾患相談センターを広く周知します。 

○千葉肝疾患診療ネットワーク相談センター 

 月～金曜日午後２時～５時  電話：043-226-

2717 
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改正後 現行 

  ②患者・家族と医療従事者のコミュニケーション 

   県等は、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減

するため、肝炎患者等及びその家族等と、医師を始め

とした医療従事者とのコミュニケーションの場を提

供します。 

 

  ③患者・家族等による相談 

   県は、同じ経験を有する肝炎患者・家族等が相談に

応じる体制を整備します。 

 

  ④人権相談窓口の周知 

   県は、肝炎患者等が、不当な差別を受けることな

く、社会において安心して暮らせる環境づくりを目

指し、正しい知識の普及に努めます。 

更に、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合に備

えて、市町村と連携し、法務省の人権擁護機関の人

権相談窓口の周知を図ります。 

    （人権相談窓口） 

     ○千葉地方法務局人権擁護課 

      千葉市中央区中央港１－１１－３ 

      人権相談ダイヤル 

      ０５７０－００３－１１０（月～金曜日、午

前８時３０分～午後５時１５分） 

 

 

 ２ 検査促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全ての県民が、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査

を受検することが可能な肝炎ウイルス検査体制を整備

するとともに、受検に関する働きかけを進め、県民全て

が受検し、陽性者を治療まで繋げることを目指します。 

  ②患者・家族と医療従事者のコミュニケーション 

   県等は、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減す

るため、肝炎患者等及びその家族等と、医師を始めと

した医療従事者とのコミュニケーションの場を提供

します。 

 

  ③患者・家族等による相談 

   県は、同じ経験を有する肝炎患者・家族等が相談に

応じる体制を整備します。 

 

  ④人権相談窓口の周知 

   県は、肝炎患者等が、不当な差別を受けることなく、

社会において安心して暮らせる環境づくりを目指し、

正しい知識の普及に努めます。 

更に、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合に備

えて、市町村と連携し、法務省の人権擁護機関の人権

相談窓口の周知を図ります。 

    （人権相談窓口） 

     ○千葉地方法務局人権擁護課 

      千葉市中央区中央港１－１１－３ 

      人権相談ダイヤル 

      ０５７０－００３－１１０（月～金曜日） 

 

 

 

 ２ 検査促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全ての県民が、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を

受検することが可能な肝炎ウイルス検査体制を整備す

るとともに、受検に関する働きかけを進め、県民全てが

受検し、陽性者を治療まで繋げることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診 

（精密検査） 

②検査促進事業 

す べ て の 県 民 

（ 少 な く と も 1 回 は 肝 炎 ウ イ ル ス 検 査 を 受 検 ） 

市町村 

・健康増進事業 

・妊婦検診など 

職 域 

・定期検診など 

検査委託医療機関  

・希望者への無料検診 

医療機関 

・手術前等の検査 

 

保健所 
・日中検査 
・夜間検査 

その他 
・休日街頭検査 
・出張型検診 
・その他 

肝炎ウイルス検査の実施 

陽 性

受 検 受検勧奨 

 
情報 

 

千葉肝疾患診療ネットワーク 

検査情報 

フォローアップ 

指定医療機関 肝疾患診療連携拠点病院 

（千葉大学医学部附属病院） 
専門医療機関 

県等、市町村 

コーディネーターの育成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診 

（精密検査） 

②検査促進事業 

す べ て の 県 民 

（ 少 な く と も 1 回 は 肝 炎 ウ イ ル ス 検 査 を 受 検 ） 

市町村 

・健康増進事業など 

職 域 

・定期検診など 

検査委託医療機関  

・希望者への無料検診 

医療機関 
・手術前等の検査 

 

保健所 
・日中検査 
・夜間検査 

その他 
・休日街頭検査 
・出張型検診 
・その他 

肝炎ウイルス検査の実施 

陽 性

受 検 受検勧奨 

 
情報 

 

千葉肝疾患診療ネットワーク 

検査情報 

フォローアップ 

指定医療機関 肝疾患診療連携拠点病院 

（千葉大学医学部附属病院） 
専門医療機関 

県等、市町村 

コーディネーターの育成
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改正後 現行 

 (１)検査体制の整備 

 

  ①保健所 

   県等は、保健所で行われている検査について、即日

検査や夜間検査などの実施を検討し更なる充実を図

ります。 

 

 

  ②検査委託医療機関 

   県等は、医師会と連携し、医療機関における検査体

制の更なる充実を図り、肝炎ウイルス検査の均てん

化を目指します。 

 

  ③その他 

   県等は、受検機会を拡大し、全ての県民が受検でき

るよう、休日街頭検査や出張型検診(出前検診)の実

施など検査体制の整備を図ります。 

 

 

 (２)受検勧奨の促進 

 

  ①市町村における受検勧奨 

   県は、市町村に対して、健康増進事業に基づき実施

している肝炎ウイルス検査について、更なる受検促

進を図るため、年齢制限を設けずに個別勧奨を行う

ことなどを働きかけます。 

 

  ②労働者に対する受検勧奨 

   県は、国と相互に協力して、肝炎ウイルス検査の受

検について、職域において健康管理に携わる者や、医

療保険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受

検勧奨が行われるような取組を図ります。また、検査

結果についてはプライバシーに配慮して扱うよう、

併せて働きかけます。 

 

  ③医療機関による説明 

   県等は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を

得ながら、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎

ウイルス検査の結果や検査費用助成制度について、

受検者に適切に説明を行うよう依頼します。 

 

 

 (３)陽性者フォローアップ 

 

  ①フォローアップ 

   県は、市町村と連携して、フォローアップ体制の整

備に取り組み、検査結果が陽性である者の早期かつ

適切な受診を確実に促します。 

   あわせて、フォローアップ事業参加同意者等の精

密検査受診率の把握に努めます。 

 (１)検査体制の整備 

 

  ①保健所 

   県等は、保健所で行われている検査について、即日

検査や夜間検査などの実施を検討し更なる充実を図

ります。 

 

 

  ②検査委託医療機関 

   県等は、医師会と連携し、医療機関における検査体

制の更なる充実を図ります。 

 

 

  ③その他 

   県等は、受検機会を拡大し、全ての県民が受検でき

るよう、休日街頭検査や出張型検診(出前検診)の実施

など検査体制の整備を図ります。 

 

 

 (２)受検勧奨の促進 

 

  ①市町村における受検勧奨 

   県は、市町村に対して、健康増進事業に基づき実施

している肝炎ウイルス検査について、更なる受検促進

を図るため、年齢制限を設けずに個別勧奨を行うこと

などを働きかけます。 

 

  ②労働者に対する受検勧奨 

   県は、国と相互に協力して、肝炎ウイルス検査の受

検について、職域において健康管理に携わる者や、医

療保険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受

検勧奨が行われるような取組を図ります。 

 

 

 

  ③医療機関による説明 

   県等は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を得

ながら、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウ

イルス検査の結果について、受検者に適切に説明を行

うよう依頼します。 

 

 

 (３)陽性者フォローアップ 

 

  ①フォローアップ 

   県は、市町村と連携して、フォローアップ体制の整

備に取り組み、検査結果が陽性である者の早期かつ適

切な受診を確実に促します。 
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改正後 現行 

  ②コーディネーター 

   県は、拠点病院、肝炎情報センターと連携して、地

域や職域において肝炎の普及啓発や肝炎ウイルス検

査後のフォローアップ等の支援を進めるコーディネ

ーター等の人材の育成に取り組みます。コーディネ

ーター養成のための研修会の受講機会を拡大するこ

とで、新規のコーディネーターの増加、既存のコーデ

ィネーターの継続率の向上を目指します。また、肝炎

ウイルス検査の必要性や肝炎に関する正しい知識な

どの情報をコーディネーターから発信できるよう、

研修内容を充実させることも目指します。 

   あわせて、養成したコーディネーターの活躍を推

進するため、活動の支援を行います。 

   あわせて、フォローアップ事業参加同意者等の精

密検査受診率の把握に努めていきます。 

 

 ３ 医療推進事業 

 

 （図 変更なしのため省略） 

 

  肝炎ウイルスに対するを排除し又はその増殖を抑制

する抗ウイルス療法は、日々進歩をしており、適切な医

療を受けることで、ウイルスの増殖を抑えることや、ウ

イルスを体内から排除することができ、治癒すること

が可能となってきています。 

肝硬変や肝がんといったより重篤な病態への進行を

予防し、または、遅らせ、更には二次感染の拡大防止

にもつなげるために、今後も検査結果が陽性になった

者への確実な受診の促進、インターフェロンフリー治

療の推進等による医療水準の向上、患者の医療費負担

の軽減などに取り組みます。 

 

 (１)確実な受診の促進 

 

  ①コーディネーター 

   精密検査の結果、陽性であった方に対して、早期か

つ適切な受診を促すため、コーディネーターを活用

していきます。 

   なお、コーディネーターについては、今後国が示す

考え方を踏まえ、基本的な役割や活動内容等につい

て明確化していきます。 

 

  ②肝炎患者支援手帳 

   県は、肝炎患者等に対する情報提供や、拠点病院、

専門医療機関及びかかりつけ医の連携等に資するた

め、肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等

の情報を取りまとめた手帳等を全ての患者に配布し

ます。 

 

 

  ②コーディネーター 

   県は、拠点病院、肝炎情報センターと連携して、地

域や職域において肝炎の普及啓発や肝炎ウイルス検

査後のフォローアップ等の支援を進めるコーディネ

ーター等の人材の育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   あわせて、フォローアップ事業参加同意者等の精密

検査受診率の把握に努めていきます。 

 

 ３ 医療推進事業 

 

 （図 変更なしのため省略） 

 

  肝炎ウイルスを排除し又はその増殖を抑制する抗ウ

イルス療法は、日々進歩をしており、適切な医療を受け

ることで、ウイルスを体内から排除することができ、治

癒することが可能となってきています。 

肝硬変や肝がんといったより重篤な病態への進行を

予防し、または、遅らせ、更には二次感染の拡大防止に

もつなげるために、今後も検査結果が陽性になった者

への確実な受診の促進、医療水準の向上、患者の医療費

負担の軽減などに取り組みます。 

 

 

 

 (１)確実な受診の促進 

 

  ①コーディネーター 

   精密検査の結果、陽性であった方に対して、早期か

つ適切な受診を促すため、コーディネーターを活用し

ていきます。 

   なお、コーディネーターについては、今後国が示す

考え方を踏まえ、基本的な役割や活動内容等について

明確化していきます。 

 

  ②肝炎患者支援手帳 

   県は、肝炎患者等に対する情報提供や、拠点病院、

専門医療機関及びかかりつけ医の連携等に資するた

め、肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等

の情報を取りまとめた手帳等を全ての患者に配布し

ます。 
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改正後 現行 

 

 (２)診療体制の整備 

 

 ①診療連携体制の強化 

   県等は、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝

炎治療を受けることができるよう、肝疾患診療連携

拠点病院等連絡協議会と連携し、肝炎医療の均てん

化に資する千葉肝疾患診療ネットワークの更なる強

化を図ります。 

 

  ②肝炎専門医療従事者等に対する研修の実施 

   県等は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患に係る肝

炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者等へ

の研修を実施します。 

また、研修をさらに充実させるため、より効果的

な実施方法等について検討します。 

 

  ③肝炎医療費助成制度等の活用の推進 

   県は、患者の医療費負担を低減し効果的な医療を

継続することができるよう、市町村や及びコーディ

ネーター等の協力を得ながら引き続き抗ウイルス療

法に対する肝炎医療費助成制度等の活用を推進しま

す。 

   また、肝炎及び肝がんの患者が利用できる助成制

度等についてのポスターやリーフレットを医療機関

等へ配付し、医療費助成制度等の周知を図ります。 

 

  ④インターフェロンフリー治療の推進 

 

   県は、Ｃ型肝炎ウイルスを高い確率で体内から排

除できるインターフェロンフリー治療をより多くの

Ｃ型肝炎患者が選択できるよう推進するため、拠点

病院等と連携し、治療のために必要な診断書を作成

できる医師の条件を緩和する等の取組を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２)診療体制の整備 

 

 ①診療連携体制の強化 

   県等は、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎

治療を受けることができるよう肝疾患診療連携拠点

病院等連絡協議会と連携し、千葉肝疾患診療ネットワ

ークの更なる強化を図ります。 

 

 

  ②肝炎専門医療従事者等に対する研修の実施 

   県等は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患に係る肝炎

医療の水準の向上等を図るため、医療従事者等への研

修を実施します。 

また、研修をさらに充実させるため、より効果的な

実施方法等について検討します。 

 

  ③肝炎医療費助成制度等の活用の推進 

   県は、患者の医療費負担を低減し効果的な医療を継

続することができるよう、市町村及びコーディネータ

ー等の協力を得ながら引き続き抗ウイルス療法に対

する肝炎医療費助成制度等の活用を推進します。 
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改正後 現行 

 

Ⅵ 目標 

 

 本計画では、以下に掲げる目標を達成することを目指

します。 

 

 ・ 肝炎ウイルス検査数（県、市町村：保健所・検査委

託医療機関実施分） 

  年間に、１５０，０００件の検査を実施します。 

令和８年度までに、年間の検査数を２０，０００件

に増やします。 

※ 肝炎ウイルス検査数：Ｂ型とＣ型の検査数の合計 

（参考：令和２平成２７年度検査数 １２３，１３４

６，４９８件） 

 

 ・ 肝炎ウイルス検査数（市町村：健康増進事業実施分） 

  年間に、１８０，０００件の検査を実施します。 

※ 肝炎ウイルス検査数：Ｂ型とＣ型の検査数の合計 

（参考：平成２７年度検査数 １６２，４１５件） 

  また、平成３３年度までに、年齢制限を設けない個別

勧奨が全ての市町村で実施されることを目指します。 

 （参考：平成２７年度実施数 １６市町村） 

 

 ・ 肝炎ウイルス陽性フォローアップ事業参加同意者

の医療機関受診率（県、市町村実施分） 

  令和８平成３３年度までに、県の重症化予防事業（保

健所及び検査委託医療機関における検査）及び市町村

の健康増進事業による肝炎ウイルス陽性フォローアッ

プ事業参加同意者が医療機関を受診した割合を７６

０％以上とします。 

 

 ・ 指定医療機関における肝炎医療コーディネーター

配置率研修会の回数 

  令和８年度までに、肝疾患指定医療機関（令和４年２

月時点で２３５医療機関）に一人以上の肝炎医療コー

ディネーターが配置されるよう養成します。 

  年間に、コーディネーター研修会を２回以上実施し

ます。 

  （参考：平成２７年度開催数 ２回） 

 

 ・ 肝がん７５歳未満年齢調整死亡率（人口１０万対） 

  Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎から肝がんへの移行者を

減少させることで、令和８年度までに、人口１０万人対

の肝がん７５歳未満年齢調整死亡率を３．５未満に減

少させます。 

  （参考：令和２年度死亡率：３．７） 

 

 

 

Ⅵ 目標 

 

 本計画では、以下に掲げる目標を達成することを目指し

ます。 

 

 ・ 肝炎ウイルス検査数（県：保健所・検査委託医療機

関実施分） 

  平成３３年度までに、年間の検査数を２０，０００件

に増やします。 

※ 肝炎ウイルス検査数：Ｂ型とＣ型の検査数の合計 

（参考：平成２７年度検査数 ６，４９８件） 

 

 

 

 ・ 肝炎ウイルス検査数（市町村：健康増進事業実施分） 

  年間に、１８０，０００件の検査を実施します。 

※ 肝炎ウイルス検査数：Ｂ型とＣ型の検査数の合計 

（参考：平成２７年度検査数 １６２，４１５件） 

  また、平成３３年度までに、年齢制限を設けない個別

勧奨が全ての市町村で実施されることを目指します。 

 （参考：平成２７年度実施数 １６市町村） 

 

 ・ フォローアップ事業参加同意者の医療機関受診率 

  平成３３年度までに、フォローアップ事業参加同意者

が医療機関を受診した割合を７０％以上とします。 

 

 

 

 

 

 ・ コーディネーター研修会の回数 

  年間に、コーディネーター研修会を２回以上実施しま

す。 

  （参考：平成２７年度開催数 ２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


